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１．はじめに 

USPTOは、“Broadest Reasonable Interpretation” (BRI) standardに基づいて、クレーム

発明の解釈をします。AIA下の Inter Partes Review (IPR) や Post-Grant Review (PGR) も、BRI 

standardに基づいてクレーム発明が解釈されます。これに対し、裁判所は、”actual meaning 

to a person having ordinary skill in the art”に基づいてクレーム発明の解釈をします。そ

れゆえ狭く解釈する傾向にあります。 

 

なお、証拠の採用については、裁判所では”clear and convincing evidence”（明確且つ説

得力のある証拠）であることが求められるのに対し、USPTO では “preponderance of 

evidence”（証拠の優越性）であることがもとめられます。”clear and convincing evidence”

の方が、”preponderance of evidence”よりも高い基準です。 

 

連邦地方裁判所は、上記のように USPTOや PTABとは異なる基準に基づいてクレーム解釈を

行いますが、CAFC は、下級審（連邦地方裁判所または PTAB）によるクレーム解釈に対して、

どのように審理するのでしょうか。これまで、CAFCは、２つの矛盾した基準に基づいて再審理

していました。一つは、再審理の際に下級審には敬意を払わないという基準（"de novo” 

standard）であり、他の一つは、再審理の際に下級審に敬意を払う（"deferential standard”）

という基準です。 

 

PGRや IPR等の post-grant proceduresの利用数の増加が見込まれる状況に鑑み、PTAB、連

邦地方裁判所、CAFC間で首尾一貫したクレーム解釈が行われることを求める声もあります。 

 

このような状況下に鑑み、CAFC は下級審によるクレーム解釈に対してどのように審理すべき

かについて、判例を交えて以下に説明します。 
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